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――全法労協２００８年統一行動―― 

 

 

 

 

 

 

全法労協は5月19日，全国1800名を超える法

律･司法関連職場に働く仲間から寄せられたアン

ケート結果･声を背景に，安心して働き続けること

ができ，働きがいある業種･職場の確立を求めて，

関係業種団体・省庁等に対し，41名が参加して，

要請･申し入れを行いました。

 

◇日本弁護士連合会 
日弁連への要請は、法律事務員全国連絡会ならびに法律

事務職員全国研修センターと共同で行われ、丸島俊介事務

総長ら2名が応対しました。 

まず、全法労協から要請書に基づき法律事務所に働く労

働者の労働条件の改善・向上させるための各単位会への働

きかけ、能力認定制度の実施、身分証明書の発行等とあわ

せて、セクハラ防止や公設事務所に働く労働者の雇用継続、

事務所閉鎖等への不安に対する対策等の要請を行いました。 

さらに危機管理の問題もアンケートの声を伝えながらマニュアルの整備等危機管理の徹底を求めました。 

また、身分証も全国的には半分くらいしか発行できていないと思うとの回答もありましたので、新しい職

務上請求用紙であっても身分証の添付が必要であったりする現状や、定額小為替の手数料が10倍になったこ

とによる戸籍や住民票の写しの請求における自治体の対応に対して混乱が生じている現場の声を伝えながら

日弁連としての対応を要請しました。 

そして、日弁連の各委員会レベルで直接懇談の場を設けてもらいたいことや、日弁連のホームページにお

いて事務職員専用サイトの開設等のお願いもしました。 

また、日弁連の方からｅラーニングというオンライン化した研修についてのメリットも出されましたが、

研修が各地域で細かく運用が異なることもあり、実情にあわせた研修が各地で開催されることの意義も含め

て、中央研修をふまえた全国での事務員研修の実施が欠か

せないということを重ねて要請しました。 

あわせて各地の参加者からも研修制度が実現されること

への期待や退職者名簿の管理をして雇用の継続に努めてい

ること等も伝えました。 

法全連からは、弁護士会として事務員の健康診断を実施

しているのは6割程度というアンケート結果を添付して健

康診断の各単位会での実施の要請、そして、研修センター

からは、弁護士補助職制度の早期実施を要請しました。 
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◇日本税理士会連合会 
日本税理士会連合会は、総務部長で常務理事の小島忠男氏の外２名が対応されました。 

懇談の冒頭、全法労協から、日税連や各単位会から会員に向けた労基法等遵守のためのはたらきかけを行

ってほしいこと、セクハラ防止のために規則制定などの措置を講じられたいこと、事務職員向けの業務研修

会を実施してほしいこと、など要請事項の趣旨説明を行いました。また、最近、会計事務所で職員を解雇す

るなどして生じた紛争の事例を紹介し、紛争が生じる職場に共通する特徴として、職員が定着しないことや

仕事が職員任せで満足な研修がされていないことを指摘しながら、全法労協の掲げた要請事項について改

善・向上を図ることが、こうした紛争を回避することにつながるとして、日税連や単位会での対応を求めま

した。 

日税連からは、職場で労基法等を遵守するようにとの要請はもっともであり、当然、遵守すべきだと考え

ていると応じました。また、業務研修については、ＴＫＣの会員となっている事務所では、事務所の経営全

般にわたる指導の中で事務職員の業務領域に関する研修もカリキュラムに組み込まれているので、かなりの

研修が保障されているのではないか、単位会でも税理士のための研修会が実施されて、これに多くの事務職

員の参加がされているようだ、との紹介がされました。 

日税連は、全法労協からの要請については、引き続き各単位会に紹介していくことを回答し、早速、この

日の午後に開催される全国総務部長会議の場でも紹介したいと応じました。また、事務職員のための業務研

修については、ＴＫＣ会員事務所以外では、研修を保障する機会が設けられておらず、税理士向けの研修は

有料であり、研修内容も特定の業務に特化されるなどの理由で事務職員は参加しにくい面があること、など

不十分であるとの認識を持っており、事務職員のための研修制度が必要だとの理解を示しています。 

全法労協は、業務研修の講師を事務職員で構成するなど、日税連や単位会の前向きな姿勢には応えていく

ことも十分検討に値すると、懇談を締めくくりました。 

 

◇日本司法書士会連合会 
日本司法書士会連合会は、常務理事の鯨井康夫氏が対応されました。 

懇談の冒頭、全法労協から、アンケートに寄せられた声などを示しながら、日司連や各単位会から会員に

向けた労基法等法令遵守のためのはたらきかけを行ってほしいこと、簡裁代理権付与などの新たな業務領域

についての司法書士補助者向けの業務研修会を実施してほしいことなど要請事項の趣旨説明を行いました。 

日司連からは、職場で労基法等を遵守するようにとの要請はもっともであり、当然、遵守すべきであるし、

遵守されているものと考えていると応じました。また、業務研修については、各単位会で司法書士向けの研

修を実施しており、そこに補助者の方も参加されているようだとの紹介がされました。 

懇談の中で、鯨井氏より年4回ほど各単位会の会長を集めて会長会議を開いているとの話があったので、

全法労協から、その会議において、業務研修の実施と労基法等法令遵守について各単位会を通じて各会員に

徹底して欲しい旨の要請が全法労協からあったことを紹介して欲しいと要請しました。この要請について、

鯨井氏は「特に紹介するのは問題ないのではないか」との認識を示し、全国会長会議で全法労協からの要請

事項について紹介してもらえるニュアンスの発言がありました。 

全法労協は、全国会長会議での紹介を含め、要請事項について徹底して貰うよう重ねて要請し、懇談を締

めくくりました。 

 

◇日本公証人連合会 
日公連は赤祖父宗重事務局長が応対しました。 

はじめに、全法労協側から公証人役場で働く書記労働者の労働条件の改善について、要請の趣旨を説明し

ました。特に、全国の公証人役場で働く書記（事務員）からの回答に多く上がっていた、①休みがとれない

こと、②給与面の要求（昇給がない等）、③雇用の安定の確保、④職務上の研修の開催の要求、といった声を

紹介しました。とくに、雇用の安定については、事業所単位での雇用契約ではなく公証人との個人契約が多

く、公証人が交代した後の雇用の継続が不安定な状態です。連合会として会員に対しこれらの点の改善を啓




